
「否 定的なもの」 としての人間的 自然

『人倫 の体系』に於 ける 「犯罪」の必然性※

斎 藤 稔 章

「悟性 に よって定 め置 かれた生命 の この窮状 、そ して この際限 のな い限定 と支配 、

それ を 美 しい共同体 の真 の無限性の 内で止揚 し、法律 を人倫に よって、充た され な

い生命 の放蕩 を神 聖な享受 に よって、抑圧 され た力 による犯罪 を偉大 な客体[人 倫的統

体]の 為 に為 す 可能 な活動 に よって 無 くて済 ませ るこ とを最 上 の法律 とす る」

(B4.55f)共 同体。 これ がイエ ナ時代前期 のヘー ゲィレが思い描 いてい た 「正真正銘 自由な

共 同体」(B455)で あ る。 その時ヘ ーゲル は、 「犯罪」 が皆無 な共 同体 を彼 方の世界 に思

い描 いて いた訳で はない。 ヘーゲル が構想 していた のは、 「犯罪 」 を不 可避 にす る前提

条件 を懐 抱 しない人間的 自然 の境位 で あ り、その境位 を中核 に して実現 され る人倫的統

体 であ る。『人倫 の体 系』(1802/03.以 下、引用 はUllstein版 に基づ き,SdSと 頁で略

記す る)は その構想 の最初の体系 的結 実であ る。

では、 「犯罪 」 は純粋 に否定 的なだ けの ものな のか。 ヘー ゲル はそ う考 えた訳 ではな

い。 人倫的統 体の生成 を認識論 的 に構成 す る 『人倫の体 系』 に於 いて、 「犯罪 」へ の言

及 は実質 ほぼ全編 に亙ってお り、取 り分けそ の第 二部 は 「犯罪」を主題 化す る。それは、

「犯罪 」が第一部 で主題化 され た 「関係 と して の人間的 自然」 に とって不可避 な もので

ある と共 に、第三部 で主題化 され る人倫的統体 の生成に不可欠 な契機 で あると、ヘーゲ

ル が認 識 していた か らで ある。 「犯罪」 を不可避 にす る前提 条件 の不在 と言 う人倫 的統

体 の条件 を、その前提 条件 か ら不可避 に生まれ る 「犯罪 」が必然 的に整 える。 「犯罪 」

には重要 な人倫的意義 が あるので ある。 その人倫 的意義 の核 心 は何 か。一体 、 「犯罪 」

は何故 に何 を否定 し、何を生むのか。

1

『人倫 の体系』 の基本 構成 は、1)「(概 念 を包摂 す る)直 観 」→2)「(そ の直観 を

更 に包摂 す る)概 念 」→3)「(そ の概 念を更 に包摂す る)直 観、或 は概 念 と直観 の無 差

別」 の三 段階で ある。 『人倫の体系 』第一部は2)の 勢位 に位 置付 け られ、第三部 は3)
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「否 定的 な もの」 として の人 間的 自然

の勢位 に位 置付 け られ る。 第二部 は実質的には第一部 の下位 構成一 それ も又同 じ三段

階構成 を成す一 の中の第三勢位、即 ち 「概 念」の勢位(第 一部)の 下での 「概念 と直

観 の無差別 」の勢位(第 三 勢位)に 位置付 け られ る(1)。

第 一部 は 「概念 」の勢位 の 下、人間 的 自然 に由来す る今 だ 自然的 な、 とは即 ち、相

互外在的 な 「関係」 の下での実践的諸現象 を論述す る。即 ち、人 と物、人 と人、人 と社

会制度 との相 互外在的 「関係 」一 それ は総 て、人間的 自然 の現れに外 な らない一 が

それ である。それ故、表題 は 「関係 に即 した絶対 人倫 」であ る。他方 、第 三部はその 「概

念」 の勢位 を包 摂す る 「直観」 の勢位 の下、 「関係 と無差別 との統一」一 『自然法』

に於 ける 「人倫 的 自然」 の規 定(2)一 としての人倫的統体 を構成 す る。

従 って、第一部 か ら第三部への移行 は 「関係 」か ら 「関係 と無差別 との統一 」への人

間的 自然 の展 開、或は転換 であ る。第二部一 実質は第一部第 三勢位一 は正に この展

開点(転 換点)に 位 置 し、第一部 を或 る意味 で完結 させ締 め括 る と同時 に、 「関係 」が

実際にはそれ だけでは 自体 的ではない ことを別挟 し、第三部一 実質は第二部一 の必

需性 を明 らか にす る。 この点に 関 して、『自然 法』のヘ ーゲル は 「関係 が一般 に何等 自

体的な ものではない と言 うこ とを、弁証法が証明 しなけれ ばな らない」(B4.446)と 言い、

「関係」 の非 自体性 を証 明す る弁証 法の意義 を告げ、『人倫の体 系』第二部 の冒頭 に於

いて は、弁証法 的否定 を 「[関係 の]規 定性 が観 念的 であ ることの認 識、規 定性 を実在

的に止揚す るこ と」 と説明す る(SdS.46)。 第 二部 は この弁証法的否 定を遂行 し、 「関係 」

の規定性が観念 的であ るこ との証 明 を論述 の意 図 とす るので あ り、第三部はそ の規 定性

をそれ と対 立す る規定性 と一層 高次の もの の内で合 一 し、そ こに生 まれ る絶対的 に肯定

的実在的 な統一 を論 じるのであ る。 では、『人倫 の体系』 第二部 の具体的主題 に即 して

見 た場 合、その弁証 法的否定 とは如何 なる ものか。

II

第二部 は実質的 には 「関係」を論 じる第一部 の第 三勢位 であ り、従って、飽 くまで 「関

係 」(第 一部)の 下 で、 「概念 」(第 二勢位)に 於 いて分裂 した分裂項 を 「直観 」に於 い

て統一す る勢位(第 三勢位)で ある。 では、 この第 三勢位 で論 じられ る 「関係 」 とは如

何 なる ものか。第 一部第一勢位 に於 いては、普遍的 な もの と直観 に於 いて一っで ある限

りでの特殊的な もの同士が相互外在 的に 「関係 」 し、そ こに諸々の相対的統体一 「感

情 」によ る相対的統 体一 が生成す る。 第二勢位 に於 いては、第一勢位 に於 け る特殊 的

なもの同士の相互外在 的な 「関係」 か ら普 遍的な ものが立ち上が り、そ の普遍 的 なもの
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と特殊的 なものが相互外在 的に 「関係」 し、そこに諸々の相対的統 体一 「感 情」に よ

る相対的統体 を止 揚 した 「知性」に よる相対的統体一 が生成す るので あ り、そ こでは、

特殊 的な ものは普遍的 なものに よって支配 され る。 そ して、第三勢位一 即 ち、第二部

一 に於いて は
、第二勢位で構成 された 「感情」 に よる相対的統体 を止揚 した 「知性 」

に よる相対的統 体 と特殊的 なもの との相互外在 的な 「関係」 が論 じられ ることになる。

特殊 的な もの と しての人間的 自然 は最早 、単 なる特殊 的な ものや普遍的 な もの と 「関係 」

す るので はない。 自らが作 り成す特殊 的な もの と普遍 的な ものとの相 互外 在的 「関係」

に対 して相互外在 的に 「関係」す るのであ る。そ の場合 、今だ特殊的 な もので しか ない

人 間的 自然は、前者 の 「関係」 に対 して 「否定的 なもの」 として 「関係」せ ざるを得 な

い。何 故な ら、前者 の 「関係」 に於 いては、特殊的 な ものは普遍的 なものに よって支配

され てい るか らで ある。従 って、後者 の 「関係」は具体的 には 「犯罪」で ある。つ ま り、

人間的 自然に とっての一 あ らゆる人間に とっての 、ではない-「 犯罪 」の不可避性

をヘー ゲル は看 て取 るのであ る。それ は、前者の 「関係」 が未 だ相 互外在 的な支配-被

支配 の 「関係 」に過 ぎず 、真 の統 一では ないか らで あ る。 「関係 」の否 定それ 自身 が一

つの 「関係 」で しか あ り得 ないのが、相互外在 的 「関係」 の勢位 に於 ける人 間的 自然の

宿命で ある。

特殊 的な もの と しての人間的 自然 が生み 出す 「関係」 には様 々な ものが あるが、その

中でその他 を止 揚す る最 も大規模;で普遍的 な 「関係 」は、商業経済社 会、即 ち市 民社 会

的統体で ある。それ は、人 間的 自然 の 自然的 「欲 求」が必然 的に生み 出 し、その 「欲 求」

が充足 され る為 に不可欠で ある と同時に、正 にそれ 故に人間的 自然 の支配が不可避 とな

らざるを得 ない社 会的制度的現 実であ る。人 間的 自然は特殊的 なもの としての 自らが特

殊 的な もの と しての 自らの為 に生 み出 した一 従 って、人間的 自然 の 自己 自身 と言 って

も良い一 普 遍的 な もの によって支配 され るのであ る(SdS.32)。 それ 故、それ は、人 間

的 自然 に とって最早運命 的現実 である。 とすれば 、こ こに存 してい るのは、人間的 自然

と市民社 会的統体 との内奥の分裂 ・対立で ある。 これ が 「関係」の究極 の もので ある。

そ して、以上の総 てが冒頭で 引用 した 「悟性 によって定め置かれた生命 の この窮状、 そ

してこの際限の ない 限定 と支配」 を指 し示 してい る。

以上 よ り、市 民社会的統体 は本 質的に二っ の側面 を持 つ。一っ は、特殊 的な もの と し

て の人間的 自然が特殊 的な もの と しての 自己 自身の為 に 自ら生み出 した普遍 的な もの と

して の 自生的秩序 と言 う側 面で あ り、も う一つは、 にも拘 わ らず、特殊的 な もの と して

の人間的 自然 がその 内に決 して 自己を十全 に見出す こ との出来ず 、む しろ 自己 自身が支
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「否 定的 なもの」 として の人間 的 自然

配 され る普遍 的 なもの としての規制 的秩序 と言 う側面 である。特殊的 なもの と普遍的 な

もの との この二重 の 「関係 」が市民社会 的統体 を成 り立た しめてい る。 そ して、単 なる

規制性 ではな く、 自生性 と規制性 とのこの二重性が今 だ特殊 的な もので しかない人間的

自然 を して 「犯 罪」 を不可避 な もの とさせ るので ある。 と言 うのは、 「欲 求」 として の

人間的 自然は特殊的 な ものであ るか ぎ り、市民社会的統 体の中でそれ に従 って生 きざる

を得 ない にも拘 わ らず 、その規制性 は人 間的 自然 に とって抑圧 に外 な らず、 「自由」で

あ る為 には、その規制性 を否定せ ざるを得 ないか らで ある。 「犯 罪」は市民社 会的統体 に

対 して精神 的に外部 にいる、 自由で あるべ く運命 付 け られ た人間的 自然-そ れ が人 間

的 自然 の真実 の権利で ある一 に とって不可避 なのであ る。

人間的 自然 は自 らの真 実の権利 を以 て、 自己 を規制 し抑圧 的に対向 している市民社会

的統体 を否 定す る。それ が 「犯罪」で ある。 但 し、市民社会 的統体 に しろ 「犯 罪」に し

ろ、それ らに対 して は単純 な肯定 も否 定もあ り得ない。ヘー ゲルは、入間的 自然に とっ

ての市民社 会的統体 の必然性 ・不可欠性 ・不可避 性 を認 めた上で、人間的 自然 と市民社

会的統 体 との如 上の 「関係 」 を否 定すべ く、 「犯罪」 の必然性 ・不可欠性 ・不可避性 を

認 めるのである。そ して、 この否定 は何 もの も生み出 さない 「純粋 な無」 ではな く、一

定の成果 を生 む 「限定 され た無」であ る。

例 えば、市民社会 的統体 を否定す る 「犯罪 」は更 に 「復讐 的正義」に よって否定 され

る。ア リス トテ レス の正義論 を想起 させ るかの ように、ヘー ゲル は 「犯罪 と復 讐的正義

は絶対的 に結 び付 いてい る」(SdS.48)と 言 う。それ をヘ ーゲル は 「否 定的廃 棄」とか 「廃

棄に対す る廃棄 、対立 に対 す る対 立」 とか と呼ぶ(SdS.46)。 しか し、それ は人間的 自然

に疎縁 な市民社 会的統体 の更に強固化 され た回復 で しか な く、最 初に存 した人 間的 自然

と市民社会 的統体 との分裂 ・対立は止揚 され ないまま威嚇形式 に於 いて残存す る ことに

な る。

しか し又、現前す る分裂 ・対立を止揚す るよ うな否 定 もあ る。それ は、 「犯罪」を 「偉

大な客体 の為 の可能 な活動 に よって-無 くて済ませ る」べ く、根 底に ある特殊 的な も

の と して の人 間的 自然 と市民社 会的統体 との分 裂 ・対立 の観念性 、及び対立項 の観 念性

を別 挟す るこ とに よ り止揚 し、その真実 の統合 、即ち人倫的統体一 これ こそが 「偉大

な客体」に外な らない を必然的 とす るよ うな否 定であ る。即 ち、相互外在的 「関係 」

の連鎖 による網 の 目を認知 した上で、その非 自体性 を認識す るこ とに よって 、一段 高次

の勢位 に 立つ。 それが 「弁証 法的否定」で ある。 これ を介す るこ とに よって、 人間的 自

然は最早単 なる特殊的 なものではな く、 自己 自身 が普遍的な もの とな り、 自己 自身 が生
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み 出 した普遍 的 なもの と一つ にな るであろ う。 そ してそ の時 、 自己 自身が生み 出 した普

遍的 なもの とは最早先 の特殊的 なものを単に支配 し規制す る一 特殊的 なものか ら分裂

した一 普遍 的 なものではな く、特殊的 なもの と一つで あるよ うな普遍的 なものであ ろ

う。斯 くして、人間的 自然 は普遍的 なもの としての 自己自身 に対 す る普遍 的なもの とな

るで あろ う。 それが人倫 的統体に外 な らない。 それ は当然、 人間的 自然 にとって 自生的

秩序では あるが、規制的秩序 ではない。

皿

第 二部 の主題 は 「否定 的な もの」 と して の人 間的 自然で ある。 その諸 勢位 を、ヘー ゲ

ルは基本構成 の図式に即 して論 じる。

a)直 観(無 限 定 ・無差別)の 下へ の概念(限 定 ・差別)の 包摂(「 概 念 ⊂直観J)

:特 定の限定 され た ものに 向か わない無差 別な否定 一 「自然的無化 」

第二部第一 勢位 に於 ける 「否定的 なもの」は、第一部第一勢位 の 「最高の精華」(SdS.31)

である 「言葉」 を介 しての知性 間の 「関係 」に至 る諸 々の 自然的統体一 「知性が[非

有機的]自 然 に授 けた教養 形成」(SdS.50)一 に対す るものであ り、それ 自身 が 「窮乏、

自然死 、自然 の暴力 ・破壊 、人間相互の暴力 ・破 壊」(SdS.31)な ど自然的 な ものであ り、

教養形成 され た ものの一切 を一掃 し、自由に一様 に等 し並 にす る無差別的 な否 定であ る。

この否定 を、ヘ ーゲル は、無規定な非有機的 自然 を損害 ・限定 ・抑圧 した教養形成 に対

す る無規 定性 の側か らの反 作用 と捉 える。 しか し、教養形成 され た ものの一切 が破壊 さ

れ、否定 され るべ きものが一掃 された とき、 この否 定それ 自身 が無意 味 とな り、 「破壊 」

と言 う否定 は更 に否定 され、新 たな教養 形成への衝動 となる。それをヘー ゲル は 「破壊 」

に対す る 「蟹 」(SdS.51)と 呼ぶ。 この 自然的 勢位 に於 いては、教養i形成作 用 と破壊 作

用 と更な る教養形 成 とが交替す る。 この 「否定 的な もの」で思い描 かれてい るの は、ジ

ンギスカ ンやテ ィムールの所業で ある(SdS50)。

で は、この否 定の連鎖 は永 遠 に続 き、何 も新 たに生み出 さないのか。 そ うでは ない。

人間的 自然 は否定 の連 鎖の この悪無 限の内か らこれを断 ち切 り、 「無差 別 な否 定」に抗

して 自らを維持す る普遍的社会 的統 体を構 成す る。 それが第一部第二 勢位 で論 じられ る

一 人倫的統体 の不在 の下で の一 市民社会的統体 である と同時 に
、第 三部 「人倫」 の

第 二勢位 「統治」 一第 二勢位 「普遍 的統治 」の第一勢位 「統 治の第一 の体 系。 欲求の体

系」(SdS.89)一 「諸課 税の体 系」 を含 む一 として、人倫的 統体 の内に位 置 を得 る。

因に、この 「欲求 の体 系」は、 「感情」 として隠 された 「[普遍 的な もの と特殊 的な もの
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「否定的なもの」 としての人間的自然

との]絶 対的 同一性 」(SdS.89)と 言 う 「直観 」の境位 にある。

b)概 念(限 定 ・差別)の 下への(概 念 を包摂 した)直 観(無 限定 ・無差別)の 包摂

(「[概念 ⊂直観コ ⊂概 念」)

特定 の限定 された ものに向か う限定 された否定-「 強奪」・「窃盗」

第 二部 第二勢位 に於 け る 「否定的 な もの」は教養形成 全体 に向か うのではな く、 限定

され た教養形 成 に向かい、 それ 自身 が 「差別 と限定性 を伴 った関係 」(SdS.51)と して現

れ る。否 定 され るものは、第一部第 二勢位a)及 びb)で 形成 され た人間 と物 との 「占

有 」関係 に於 ける普遍 的 なもの一 所有権一 である。 その際、侵害 され るのは 占有物

そのものでは な く、 占有の主体 としての 「人格」 である。 この よ うな否 定は 「強奪」或

は 「窃盗」(SdS.52)で あ る。 この否定 は 「人格」 の侵 害 であるが故 に、 この否 定に対 し

ては 「人格」全体 を賭 した 「否定」 に よって報 い られ る。 これ を、ヘ ーゲルは 「強奪」

或 は 「窃 盗」 に対す る 「抑制 【屈服 】」(SdS.53)と 称す る。 この否定 の連鎖 は 「絶対的理

性 に即 して、即且つ 対 自的 に必然的 」(ibid.)である。 尚、 この時点 では 「占有 」に 関す

る普遍的 承認 は成 立 して はい るが、 しか し、 その背後 に客観 的 な国家権力 は存在 せず

-抑 々国家それ 自体がまだ成立 していず一
、従 って、犯罪的行為 を取 り締 ま り、裁

き、刑罰 を科す る、 より上位 の強制 的権 力機 関 はまだ成 立 してい ない。従 って、如上 の

否 定の連 鎖は 当事者間 の問題 に留ま る。

では、 この否定 の連 鎖は永遠 に続 き、何 も新た に生み 出 さない のか。 そ うでは ない。

人 間的 自然は否定 の連 鎖の この悪無 限の内か らこれ を断ち切 り、私的 ではない普遍的 ・

客観 的否 定機関一 警 察権 を有す る国家的機関-の 必需を導 き出す。 そ してそれ は、

第三部 「人倫」 の第二勢位 「統治」 一第二勢位 「普遍 的統治」-第 二勢位 「統治 の第 二

の体 系。正義の体 系」(SdS.97)に於 ける 「民事的正義(刑 罰)」・「刑 事的正義(刑 罰)」(SdS.100)

として、人倫 的統体 の内 に位 置を得 る。 因 に、 この 「正義 の体系」 に於い ては、 「普遍

的なもの と特殊的 なもの とが分離 し」、 「普遍 的な ものは単 に形式的 で しかない」(SdS.89)

と言 う 「概 念」 の境位 にあ る。

c)直 観(無 限定 ・無差別)と 概念(限 定 ・差別)と の無差別(「 直観=概 念 」或 は

「{[概念 ⊂直観]⊂ 概 念}⊂ 直観」)

全人格性 に対す る否定 一 「殺 人」

第二部第三 勢位 に於 ける 「否 定的な もの」 は 「占有」 と言 う規定 された もの に対す る

のではな く、最 初か ら 「諸規 定性の無差別」、即ち 「生命 と人格全体」に向か う(SdS54)。

即 ち、否定 され るもの は第一 部第二勢位c)で 形成 され た 「生存権 」(SdS.39)で ある。
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この ような否定は 「隷属 、或は死」で ある(S.54)。

この否 定は 「隷属 」で あれ 「死」 であれ、 「名 誉」の殿損 とな る。 それ故 、この否定

の否 定 も人格全体 を賭 けた否定 とな り、当事者が 「死 」な どに よって不在 の場合 には、

家族 によ る戦い となる。 家族は力 によってか、或 は好智 によって 「復讐」 を遂 げ る。或

は、死者の精神一 霊、或 は良心の苛責一 が 「運命」 となって殺人者 を追 い回 し、「復

讐」 を果たす。 「復讐 が問題 となってい る場合 は、端 的にた だ、殺 害者 であ った者 のみ

が確実 な仕 方で再び包摂 されねばな らない」(SdS.57)。 「復讐 は殺 人 と個 々の殺 人者に対

す る絶対的 関係 で ある。」(SdS.56)こ こに生 まれ る 「家族 に対す る家族の戦い」 に於 い

て は、結 末 は 「神 の裁 き」(SdS.57)に 委ね られ ね ばな らないが 、包 摂 の 「権利 」 は飽 く

まで 「名誉 」を殿損 され た側 にあ る。ヘー ゲル に この 「戦い」 の具体的イ メー ジを与え

ていたの は、『ドイツ憲法論』が言及す る封建社会の下 でのFaustrecht或 はFehderechtで

あ った ろ うと思われ る(W1.514)。 それ はゲルマ ン法 に起源 を有 し、西欧 中世の封建法 の

慣 習 とな った武 力 自衛 権で ある。 この よ うな合法 的な武 力に よる紛争解決 の権利 に由来

す る公然 たる暴力状態 は、マ クシ ミ リアンー世に よる 「公 安令」(1495)を 以て成立 した

法制度 に よって終結 したが、 この法制度 も実在的 な国家権力 に よって維持 ・執行 され な

い限 り、 これ を以 て無 政府状態 か ら立憲状 態へ の移 行 とは見 な され ない。 「公然 た る暴

力 状態か ら打算 的 な暴 力状態へ移行 」(W1.515f)し た だけで、 「真 実の原理 が変 わ った の

ではな く、ただ外形 が変 わった だけで ある。」(W1.514)人 格 の普遍 的承認 は、 国家権

力 の後 ろ盾 を欠 く限 り観念 的に過 ぎず、確 固たる実在 的な ものにな らないので ある。

では、 この否 定の連鎖 は永遠 に続 き、何 も新た に生み 出 さないのか。そ うではない。

前勢位 同様 、人間的 自然は否定の連鎖 のこの悪無限 の内か らこれを断 ち切 り、家族に よ

る私的復讐 ではない普遍 的 ・客観 的否定機 関一 警察権 を有す る国 家的機 関-の 必需

を導 き出す。 そ して これ も又、第 三部 「人倫 」の第 二勢位 「統 治」'一第 二勢位 「普遍 的

統治」一第 二勢位 「統治の第 二の体系。正義の体系」に於 ける 「民事 的正義(刑 罰)」・「刑

事的正義(刑 罰)」 と して、人倫的統 体の 内に位 置 を得 る。 斯 くて、人倫 的統体 に於 い

て は、 「復 讐 は刑罰 へ転換 す る。」(SdS.75)私 的復讐 は公 的機 関に よる刑罰 へ と転換す

るのであ る。換言 すれ ば 「復讐 は民族に よって引き受 け られ るので ある。」(SdS,76)こ

の 「民族」或 は公 的機 関の必需性 を言 うべ く、ヘ ーゲルは第二部 で犯 罪 を論 じるのであ

る。

特殊的 な もの と特殊 的な もの との、そ して特殊 的な ものの形式 に於 いて特殊的 なもの

に対立す る普遍 的な ものと特殊 的な もの との否定 の連 鎖の悪無限 を断ち切 り、一層 高次
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「否定的なもの」 としての人問的自然

の勢位 に立って、 この連鎖 を一応一 飽 くまで 、一応 なのだが一 完 結 させ るのが、如

上の よ うに第三部 「人倫 」に於 ける 「普遍 的統治」 の諸勢位 であ るの だが、それ は、そ

の 「普遍 的統 治」が 「特殊 的な もの に特殊 的な もの の形式 に於いて対立 させ られてい る

限 りでの普遍 的な もの であ りはす るが、 しか し同時 にそ の本 質か ら言 えばa遍 的な もの

であ り、 そ してその形式 の故に、特殊的 なものに とって規定 的であ る限 りでの普遍的 な

もので ある」(SdS.85)か ら、言い換 えれ ば、特殊的 なもの を包摂 す る普遍 的な もので あ

るか らに外 な らない。兎 も角、 この よ うに して人間的 自然 は 「関係 」 に於 ける 「否 定的

な もの」 を通 じて 「普遍的統治」 の必需 を認識す る。

で は、第 二部 を論述す るへ 一ゲルの真意 は、犯 罪を国家権力 によって取 り締 まるこ と

にあ るのか。確 かに第二義 的にはそ うであ ろ う。 しか し、それ だけであ るならば、特殊

的 な ものか ら分離 した普遍的 なものが国家権力 として一層客体化 され 強化 されただ けで、

「関係 」の構図 に根本 的な変化 はない ことになろ う。 第二部 を論述す るヘーゲルの真意

は第一義 的にはそ こにあ るので はない。へ 一ゲル の真意 は 「抑圧 され た力に よる犯罪 を

偉大 な客体 の為に為す 可能 な活動 によって一 無 くて済 ませ る」 ことで ある。 ヘーゲル

が求 めていた ものは 「犯罪」 を不可避 と しない人 間的 自然 であった。 「犯 罪」 を不可避

とす る人 間的 自然 とは普遍 的な もの か ら分 裂 した特殊 的なもの として の人間的 自然で あ

る。 とすれ ば、求 め られ るのは、普遍的 な もの と一体化 した、それ故それ 自身普遍的な

もの と しての人間的 自然 であ る。 この点 で、以上の 「普遍的統 治」だ けで は充分 な もの

とは言 えない のであ る。 「関係 」 の構 図そ のものが転換 され、特殊 的 なもの と普遍 的な

もの との 「無差 別」の構 図が樹立 され、更 に、 この 「無差別 」に よって 「関係 」が無化

されず 、包 摂 され ねば な らないの であ る。 と言 うの は、 「関係」 は依然人 間的 自然 に と

って不可欠 な契機 だか らで ある。 その よ うな人 間的 自然が開花 され ねばな らない。 そ こ

に生まれ るのが 自由で美 しい人倫共 同体 であ る。

IV

『人倫の体 系』第二部 は、それでは、単 に内政 的統治機 構の必需 を人間的 自然 に対 自

化 させ るべ く 「否 定的な もの」 を論 じたに過 ぎないのか。 だ とすれ ば、それは 「関係 」

の強化 には な り得て も、 「関係 」の止揚 にはな り得 ない。人 間的 自然 は相変 わ らず特殊

的 なものの ままで あ り、 「関係」 しか生 まない。人 間的 自然 に根 本 の転 換 を、即 ち 「関

係」 か ら 「関係 と無差別 との統一」への転換 を迫 る ものは、一体何 なのか。

家族 間の 「戦い 」に続 けて、ヘー ゲル は 「戦争」 を持 って くる。その際ヘ ーゲル は こ
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う言 う。 「しか し、依然 として生 きてい る集 団が[家 族 よ りもコ 大 きくな るにつれ 、失

われた成員 の喪失[の 意 味]は 減 じ、そ してそれ と共 に[包 摂 の]権 利 も又減 じる。そ

して権利或 は[集 団の]無 差別 は、損 なわれ た ものの行動 の特殊性 が全体 の無 差別 に、

全体の事柄 に され ることに より、名 誉 にな り、従って両方の側 で同等 にな る。」(SdS,58)

家族の段 階では、殺害 され た者 が帰属す る家族 の側 に殺害者 に対 す る復讐 と包摂 の権利

が あるが 、家族 以上 に大 きな集 団に なる と、復讐 の権利 は意 味を失い、両側 で包摂 の権

利 は 同等 になる。 包摂 の権利 が同等で あるのが 「戦争」で ある。 では、そ の 「戦争 」 と

は何 もの が遂行 す る 「戦争 」なのか。言い換 えれ ば、家族 よ りも大き く、無差別 な 「依

然 と して生 きてい る集団」 とは一体何か。それ は 「国家」で あろ うか、従 って 、 「戦 争」

とは 「国家」 問の 「戦争」 であろ うか、それ とも、規模 に於 いて家族 と国家 との間に位

置す る集 団、例 えば 「村落 共同体」 の如 きものであ ろ うか。 従 って、 「戦争 」 とは 「村

落共同体」間 の 「戦争 」で あろ うか。

『人倫 の体系 』に於 ける第二部 の位 置 を少 しで も考慮 すれば 、「国家」説 を採 るこ と

は不可能で ある。 第二部の議論 が第一部の議論 の成 果、即 ち家族 と商業経済社会 として

の市民社 会的統体 とを前提 し、飽 くまでそ の内部で動 いてい くとす れば、 「国家」 は正

に これか ら導 出 され るべ きもので、まだ導出 され ていない ものであ る。即ち、む しろ 「戦

争 」 を通 じて導 出 され るべ きものが 「国家」であ る。

「村 落共 同体 」説は ど うか。 それ は、 「村落共 同体」 間の 「戦争 」が相互承認 の戦 い

として遂行 され 、その相互承認 か ら普遍的精神 が生まれて来 ると言 う解 釈で ある。 とこ

ろが、『人倫 の体 系』に は、先ずそ のよ うな 「村 落共 同体 」-そ れは家族 とは明 らか

に質的に異 なる集 団であ る-の 成 立 を告 げる論述 が どこに も見 当た らないだ けでな く、

更に抑々相互承認 の議 論は ここには不在 で ある。 そ して、 も し相互承認 の議論が現在す

る として も、そ の場合 、家族 間の戦 いか ら普遍的精神 へ と進 めば良いのであって、家族

よ り大きい共 同体 を挟 む意味が なくなる。

で は、包摂 の権 利が 同等 にな る位 、家族 よ り大き く無差別 な集 団 とは一体何か。答 え

は単純で あ る。『人 倫の体 系』のそれ までの論述 に於 いて、家族以外 に登場 し、家族 よ

りも大 きい集 団 はなか ったか。 市民社 会的統 体一 それ は地理的 に は民族 と一致す る

-が あった ではないか。 ところが、 この統体 は実在 的には無差別 な統体では ない。 で

は、市民社会 的統 体では ないのか。 しか しヘー ゲルは、注意深 くも無 差別の 「程度」につ

いて触れ てい る(SdS58)。 市民社会的統 体は実在 的 にはそ うで はないが、観念 的 には無

差別 な統体で ある。 丁度 『ドイ ツ憲 法論』で、 ドイツは観 念的にのみ 「国家」で あるに
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「否定的なもの」 としての人間的自然

過 ぎない と言 われ たの と同様 であ る。 とすれ ば、 「戦争」 は市民社会的統体 間の 「戦争 」

と見なす ことが出来 る。それ以外 の集 団(統 体)は 考え られ ない。

それ は、第三部 に於 け る 「相対的統治 」 と第二部 との対応 関係 を考 えるな ら、一層確

実に なる。 「相対 的統治」 は市民社 会的統体 に対す る国家の包摂 的 関係 で あ り、三っ の

勢位一 「欲求 の体系」・「正義 の体系」・「陶 冶の体系」か ら成 る。 既述の よ うに、第二

部 の第一 勢位 は 「[普遍 的な もの と特殊的 な もの との]絶 対的 同一性 が感 情 と してま だ

隠れて いる」(SdS.89)「 欲 求の体系 」に、第 二 ・第 三勢位 は 「普 遍的 な もの と特殊 的 な

もの とが分 離 し」、 「普遍 的な ものが単 に形 式的で しかない」(ibid.)「正義 の体系 」の第

一 ・第二勢位 であ る 「民事 的正義(刑 罰)」・「刑 事的正義(刑 罰)」 に対応 し
、そ して 「正

義 の体系」の第 三勢位 が 「民族 」が 「犯罪者」 たる 「戦争」(SdS.100)な のである。 この

点 か らも、第二部 の最後 に登場す る 「戦争」 は民族的規模 の 「戦争 」、即 ち市民社 会的

統 体の 「戦争 」で あ ると言 え よ う(因 に、 「普遍 的 な ものが絶対 的で あ り、特殊 的な も

のを完 全に 自己の内に受容す る」(SdS.89)「 陶冶 の体系」 は 「[学的]教 育」・「戦争 への

教養i形成 」・「植民 」(SdS.101)で あ り、市民社会 的統体に対す る国家の以上 の包摂 的関係

を更に超 えて 、超越 論的 にこの関係 を絶対的 に維 持す る絶対 的に普 遍的 なものが、長老

による 「絶対的統治 」であ る)。

「犯罪 」は市 民社 会的 統体の諸規 定性 に対す る否定 的な ものであ るが、「戦争」 は市

民社会 的統体それ 自体 を決 定的な試 練に晒す否 定的な もの、 民族 に よる 「犯罪 」なので

ある。 「戦争 」はそれ 「以前 には単 に観 念的 で、考 え られ た もの で しか なかった[統 体

間の権 利 の]平 等」(SdS.58)を 吟味 し、無差別 の程度 を、言い換 えれ ば民族 の統体 の結

束 の強弱 を決裁す る。 権利 は平等 だが、無差別 の程度 が戦争 の首尾 の決め手 になる。 決

裁 には征 服や支配 、従属や隷属 もあれば、講和 もあ る。市民社会 的統体に於い ては、個

別者 は飽 くまで特殊 的な もの と して特殊 的な欲求 に執着す るため、全体 と同一化 し得ず、

軍事 的精神 を欠 く。 当然市民社会 的統体は 「戦争 」に よってそ の観 念性 を別挟 され 、実

在 的に無差別 な統体 、即 ち 「国家」 の必 需 を人 間的 自然 に 自覚 させ る。即 ち、 「関係 」

の観念 性 が顕 在化 され、 「関係 と無差別 との統一 」の必需 が人間 的 自然 に 自覚 され る。

これ を個別者 に即 して言 えば、 「関係 」の項 を成 す特殊 的な もの として の 自然的 な個別

的主体性 の無化、従 って 「関係」 それ 自体 の無化 が決 定的に促 され 、全体で ある民族 へ

の帰属 を人間的 自然 に 自覚 させ る。 その無化 を具体 的に 自証す るのは 「戦争」 に於 いて

民族 の為 に死ぬ能力 であ り、それ に よって 自由は絶対 的に証明 され るので あ り、その能

力 を持つ者 が 「絶対身分 」(軍 人)に 外 な らない。
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抑 々 『人倫の体 系』が執筆 され た頃のヘ ーゲル に とって、国家の本質 的機 能は何 であ

ったか。 同時期 に執筆 された 『ドイ ツ憲法 論』・『自然法』論 文か らも明 らかな よ うに、

国家の本質 的機 能は国防 にある。国防を現実の ものにす る倫 理的徳 は、国家の為 に生 き、

そ して死ぬ軍 人の 「勇 気[勇 敢]」 で ある。 内政的統 治が実効 力 を発揮 す るの も、統治

者 である軍人の 「勇敢 」な軍事行動が、他 の二身分(市 民 ・農 民)に 「自己運動 しつつ 、

存在す る絶対 的な ものの像」を与 え、そ こか ら前者 に対す る後 者の畏敬 の念 が、従 って

統治者 であ る軍人 に対す る畏敬の念 が生 まれ るか らで あった。 但 し、この畏敬の念 は極

度 な貧 富の差が生 まれ た場合 には消失す る。そ こでそ うな らない よ うに、統治者 は様 々

な政策 を執 るので ある。 しか しその場合 で も、そ の政策 の遂行のた めには先の 「像」 が

呈示 され るこ とが大前 提なの であ る。つ ま り、 「戦争 」は、 国外の敵 か らも国 内の敵か

らも国家 を守 るた めの不可欠 な もので あった し、 「戦 争」 の遂 行能力 に こそ 、国家 の国

家 たる所以が求 め られ ていたので ある(3)。国防 と言 う国家の本質 的機 能が 市民社会 的統

体 に欠 如 してい るこ とは厳然た る事 実では あるが 、その ことは市民社会 的統体が外部 の

集 団 と衝 突 して初 めて顕在化す る欠損 であ る。へ一 ゲルが第二部の最後 、即 ち第三部 の

直 前に、第二部 の三段階の基本構成 を崩 しなが らも、言わば外圧 と しての 「戦争」 を持

って来 ざるを得 なかったのは、そ うい う理 由に よる。

『人倫 の体 系』第二部 は犯罪 論 ・戦争論で あった。 その 「犯罪」や 「戦争」 に、ヘ ー

ゲルは非人間的 なもの を見 るこ とを決 して しない。 それは人間的 自熱 の現れ、 しかも不

可欠で必然 的な現れ で あ り、 「関係」 としての市 民社 会的統 体の 自立 した堅 固 さを突 き

崩 し、それ を超 えた普遍性(無 差別)を 導入 し、それ を止揚 し、 「関係 と無 差別 との統

一」を実現す る-「 関係」 は 「無差別」の 下へ 、市民社会的統体 は国家の下へ包摂 さ

れ 、両者 は統一す る一 不可欠 の契機 を成す。 それは人間の悲惨 を示すので はな く、民

族 の栄光 に仕 える もので ある。 人間的 自然 の生 とは、特殊的 なものの死 に堪 え、その内

で一層高次 な普遍 的な もの と成 って、 自らを維持す る生なのであ る。

以 上 こそ が、ヘー ゲル の考 えではなか ったか と思 う。 結局 、『人倫 の体系』第 二部 に

於いてへ一 ゲル は、第一部 で構 成 された人 と物 、人 と人、人 と社会制度の相 互外 在的 「関

係 」が結 局 どうい う帰結 を もた ら し、何 を必需 とす るか を検 証 しよ うと したので ある。

人間的 自然 は相互外在性 の勢位 に於 いて様 々な 「関係」 を生 み出 しなが らも、結局はそ

の 「関係 」の連鎖か ら自らを切 り離 し、一 段高次の勢位 に立つ ことによって、 これ を包

摂 し、その真 実の権利 を実現す るので ある。つま り、 「戦争」 を通 じて 「絶対 人倫」即

ち 「勇敢 」を、そ して 人倫 的統体 を実現す るのであ る。
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「否 定的 なもの」 として の人間 的 自然

※ 本稿は拙稿 「直観 と概念 との相互包摂-『 人倫の体系』の構成-」(『 哲学』第46号所

収)、 「「関係」としての人間的自然-『 人倫の体系』第一部の位置一 」(『 哲学論叢』第

XXIV号 所収)の 続編である。表記の仕方はこれ らに従 う。
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Die menschliche Natur als Negatives 
              Der zweite Teil des Systems der Sittlichkeit, 

            die sittliche Bedeutung des Verbrechen 

                                Toshiaki SAITO

 Der erste Teil des Systems der Sittlichkeit entwickelt die menschliche Natur 
nach Verhaltnis and inhaltlich die gesellschaftlichen Bestimmungen des 
vorstaatlichen Bereiches. Der zweite Teil entwickelt die menschliche Natur als 
Negatives and inhaltlich die negativen Phanomene wie Verbrechen, Rache and 
Krieg. 
 Die systematische Funktion dieses negativen Teils scheint die sittliche Totalitat 

(Staat), die der dritte Teil entwickelt, aus den gesellschaftlichen Bestimmungen 
des vorstaatlichen Bereiches, die der erste Teil entwickelt, zu ableiten. Nach 
Hegel, in den Phanomenen von Verbrechen, Rache and Krieg besteht die sittliche 
Bedeutung. 
 Die vorliegende Untersuchung zielt darauf ab, durch Auslegung des zweiten 
Teils des Systems der Sittlichkeit die menschliche Natur als Negatives and die 
sittliche Bedeutung der Phanomenen von Verbrechen, Rache and Krieg offenbar 
zu machen.
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